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第８期介護保険事業計画における特別給付サービスの運用の 

一部変更について 

 

 

１. 搬送サービスの運用変更の理由 

 第８期計画の「横須賀市介護保険に関するアンケート調査」によると外出支援のニーズ 

は多いと考えます。 

しかしながら、搬送サービス事業者の職員の減少や高齢化により、新規の利用者へ

のサービス提供が難しくなっていることから、職員の配置に関する運用を一部変更い

たします。 

 また、人工透析者の利用回数について他の通院やデイサービス等にでも利用したい

という要望から、利用回数に関する運用を一部変更いたします。 

 

 

２. 変更の概要 

（１）搬送サービスの以下の３区分のうち③の区分について通院等乗降介助と搬送サ

ービスを併用利用する場合の職員配置に関する運用を一部変更します。 

① 居宅から移動車両の駐車位置までが、おおむね 40段以上の階段の場合 

                                 １回 4,710 円 

② 居宅から移動車両の駐車位置までが、 

おおむね 300 メートル以上の場合、又は 20段以上 40段未満の階段の場合 

                                    １回 3,670 円 

③  ア 10 段以上 19段未満の階段の場合 

 イ 10 段以上の歩行介助(手引き歩行)のみの場合 

                                     １回 2,100 円  

 

変更前 変更後 

10 段以上の階段を歩行介助(手引き歩

行)のみで対応し、２人の職員が必要

な場合 

・通院等乗降介助職員１人と搬送サー

ビス職員１人   合計２人対応 

10 段以上の階段を歩行介助(手引き歩

行)のみで対応し、２人の職員が必要

な場合 

・通院等乗降介助職員１人と搬送サー

ビス職員１人   合計２人対応 

 

ただし、20 段以上の階段を歩行介助

(手引き歩行)のみで対応し、１人の

職員で安全に搬送ができる場合 

・搬送サービス職員１人対応 
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（２）人工透析者の利用回数に関する運用の一部変更します。 

変更前 変更後 

人工透析のみの場合、利用回数の上限

なし 

人工透析の利用回数＋その他８回 

 

 

３. 年間提供回数(見込み数) 

変更前 変更後 

6,000 回 9,000 回 

 

 

４. 変更日 

  令和３年４月 1日変更 

 

 

５. その他 

特別給付施設入浴サービスについて 

  

 ＜第８期計画の施設入浴の考え方＞ 

   施設入浴サービス事業者のアンケートからは、令和元年度の新規サービス利用

者は９名ですが全員にサービスを提供できております。 

   しかし、近年は年々利用数が減り 10 人～15 人の利用者で推移していることか 

ら、第８期計画の期間中において利用者のニーズや制度の必要性について事業所

の意見も踏まえ検討していきます。 


